様式第1号(第5条関係)
大刀洗町親元就農支援給付金給付申請書
年　　月　　日
大刀洗町長　あて
申請者 住 所：
氏名：
 本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
大刀洗町親元就農支援給付金の給付を受けたいので、大刀洗町親元就農支援給付金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。
１ 給付期間等
	給付対象期間
	年　　月　　日～　　年　　月　　日

	今回申請する給付金額
	金１,０００,０００円

	生活費の確保を目的とした他の事業の給付
	□　給付されていない


２ 関係書類
（1）就農証明書(別紙１)
（2）身分等を証明する書類(健康保険証、運転免許証等の写し等)
（3）就農計画書(別紙２)
（4）家族経営協定書の写し
（5）誓約書(別紙３)
（6）大刀洗町親元就農支援給付金給付条件等確認書兼同意書(別紙４)
（7）家族経営協定の締結者の前年の所得の合計が６００万円未満であることの証明書
（8）町税の滞納がないことの証明書
別紙１
就 農 証 明 書
下記の者が、親元就農後継続して農業に従事していることを証明します。
農事組合長

記
	氏 名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	年 齢
	　　　　　　　歳

	住 所
	

	家族経営協定締結年月日
	年　　月　　日

	就農場所
	

	経営類型
	

	備 考
	


別紙２
就　農　計　画　書

年　　月　　日
大刀洗町長　あて
申請者　住所：
氏名：
本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
１ 将来の農業経営の構想
２ 就農・経営状況及び今後の目標等
親元就農年月日 　　　年　 月　 日
	親元就農年月日
	年　　月　　日

	目標とする営農類型
	

	作目・部門
別経営状況
	現状
	目標( 　　　年)

	
	作目・部門名
	作目面積
(a)・飼養頭
数等
	作目・部門名
	作目面積(a)・
飼養頭数等

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	農業経営
の構成
	氏名
	年齢
	続柄
	年間農業従事日数

	
	
	
	
	現状
	目標

	
	
	
	
	日
	日

	
	
	
	
	
	日

	
	
	
	
	日
	日


別紙３
誓　約　書
私は、下記の事項について誓約します。
また、大刀洗町が必要な場合には、小郡警察署に照会することについて承諾します。
なお、照会で確認された情報は、今後、私が大刀洗町と行う他の契約等における身分確認に利
用することに同意します。
記
１　自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではありません。
(１)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)
第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(２)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。)
(３)暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
(４)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的
をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(５)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は
積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(６)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(７)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
２　生活費の確保を目的とした他の事業の給付はございません。
３　１の(２)から(７)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の
団体又は個人ではありません。
　　年　　月　　日
大刀洗町長　あて
申請者 住 所
(ふりがな)
氏 名
生年月日(昭和・平成) 　　年 　　月 　　日
大刀洗町では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしています。また、内容確認のために小郡警察署へ照会を行う場合があります。
なお、この様式に記載された個人情報は、大刀洗町親元就農支援事業に関する事務の目的の達成及び誓約事項の確認のために使用します。
※氏名は本人が自署すること。
別紙４
大刀洗町親元就農支援給付金給付条件等確認書兼同意書
私は大刀洗町親元就農支援給付金の給付にあたり、次に掲げる給付の条件及び返還の条件について町より説明を受け、内容を確認しました。
　私は給付期間及び給付終了後２年間、全ての給付の条件を満たすとともに町の指導に従います。私が期間中に給付の条件を満たすことができなくなった場合や町の指導に従わない場合返還の条件に該当した場合は、町から給付停止や返還といった措置がなされることに同意します。
	給付の条件
	確認欄
※チェックを入れる

	大刀洗町親元就農支援給付金交付要綱第3条に定める要件を満たすこと
	

	町が定める期日までに就農報告を行うこと
	

	大刀洗町親元就農支援給付金交付要綱第7条の規定を満たすこと
	


	返還の条件
	確認欄
※チェックを入れる

	すでに給付した給付金の対象期間中に大刀洗町親元就農支援給付金交付要綱第3条第4号から12号に定める要件を満たすことができなくなった場合
号から10号に定める要件を満たすことができなくなった場合
	

	町が定める期日までに就農報告を行わなかった場合
	

	大刀洗町親元就農支援給付金交付要綱第7条の規定を満たすことができない場合
	

	給付期間中及び給付期間終了後2年以内に農業への従事を中止した場合
	

	虚偽の申請や報告を行った場合
	

	給付期間終了後2年間、農業従事日数が年間150日未満である場合
	

	上記のほか返還が必要と町が判断する場合
	


　　　　　年　　　月　　　日
大刀洗町長　あて
住所： 
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
・大刀洗町親元就農支援給付金交付要綱第3条


給付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす親元就農者とする。


(1)　 大刀洗町に住所を有し、かつ、当該区域内において農業経営をしている地域計画のうち目標地図に位置づけられている認定農業者又は基本構想水準到達者の後継者の後継者として親元就する者であること。ただし、1農業経営体あたり1名のみとする。


(2)　 親元への就農日(家族経営協定を締結した日をいう。以下同じ。)が令和7年4月1日以降であること。 


(3)　 親元への就農日における年齢が18歳以上かつ65歳未満であること。 


(4)　 就農先の親等と農業委員の立ち合いのもと家族経営協定を締結していること。 


(5)　 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること又は見込まれること 


(6)　 親元就農後の農業従事日数が年間150日以上であり、又は年間150日以上となることが確実と見込まれること。 


(7)　 給付申請する年度の前年における、家族経営協定の締結者の所得の合計が600万円未満であること。 


(8)　 生活費の確保を目的としたその他の事業による給付等を受けていないこと。 


(9)　 町税の滞納がないこと。 


(10)　 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の農業次世代人材投資事業のうち経営開始型の交付を受けたことがないこと。 


(11)　 新規就農者育成総合対策(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2の就農準備資金・経営開始資金のうち経営開始資金の交付を受けたことがないこと。 


(12)　 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記1の就農準備・経営開始支援事業のうち経営開始支援資金の交付を受けたことがないこと。 


・大刀洗町親元就農支援給付金交付要綱第7条


給付金の給付においては、次に掲げる条件を付するものとする。


(1)規則及びこの要綱の規定に従うこと。


(2)町長が行う現地への立入調査を行う場合又は必要な事項の報告を求めた場合には、協力しなければならないこと。











